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1. 背景・目的  

1-1 本調査研究の背景  

障害児支援においては、障害児支援、子育て支援両方の観点から高度な専門性が必要であ

り、座学と OJT を組み合わせた専門性の獲得と、キャリアアップに向けた段階的かつ定期

的な知識と実践のアップデートが求められると考えられる。 

しかし、障害児支援の領域では障害児通所支援・障害児入所支援ともに、基準となる職員

に資格要件が定められているものの、国として人材育成が体系化されておらず、支援の質の

確保については、各事業所や関係団体、自治体の取組にゆだねられているところである。 

障害児支援領域における人材育成に関する方針として、令和５年 12 月 22 日閣議決定さ

れたこども未来戦略において、「全国どの地域でも、質の高い障害児支援の提供が図られる

よう、研修体系の構築など支援人材の育成を進める」ことが示された。また、「障害児通所

支援に関する検討会」報告書（令和５年３月）において、「こどもの権利、発達支援、家族

支援、地域支援、虐待予防等の内容についての基礎、中堅、専門といった段階的な研修体系

の構築や、人材確保の観点からも、キャリアアップの仕組みの構築を進めることが必要であ

る。」と示されている。 

このような状況を踏まえ、障害児支援の質の向上や研修体系の構築に繋がる事業として、

令和４年度障害者総合福祉推進事業「障害児通所支援における支援の質の評価に係る調査

研究」、令和５年度子ども・子育て支援等推進調査研究事業「障害児支援における人材育成

研修に関する実態把握」が実施されている。今後、これらの研究の成果を基礎資料としてこ

どもと家族の多様なニーズや状況に対応した質の高い支援につながるよう、障害児相談支

援や障害児通所支援、障害児入所支援等の従事者の段階的な研修体系の構築を進めていく

ことが期待される。 

 

1-2 本調査研究の目的  

前述の背景を踏まえ、本調査研究では、これらの先行研究により作成された基礎情報の

分析を踏まえ、障害児支援における支援や質の向上に関する取組の実態を把握するととも

に、段階的な研修体系の構築等、人材の確保・育成とその評価の在り方を検討した。 

 

＜本調査研究の３つの目的＞ 

①先行研究により作成された基礎情報の分析を踏まえた、障害児支援における支援や質 

の向上に関する取組の実態の把握 

②段階的な研修体系の構築等、人材の確保・育成とその評価の在り方の検討 

③児童発達支援センター等による中核機能が中心となって、研修を実施し、地域

の底上げを図っている好事例の収集  
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2. 実施概要  

2-1 検討委員会の設置・運営  

研修カリキュラムの検討を行う上では、過年度に実施された厚生労働省令和４年度障害

者総合福祉推進事業「障害児通所支援における支援の質の評価に係る調査研究」（一般社団

法人 全国児童発達支援協議会）、こども家庭庁令和５年度子ども・子育て支援等推進調査研

究事業「障害児支援における人材育成研修に関する実態調査」（株式会社野村総合研究所）

等の結果を踏まえた議論が必要であることから、これらの事業にご協力いただいた方、或い

は障害児支援に関する深い理解と知見を有する学識経験者、関係団体等を構成員とする検

討委員会を設置・運営した。 

検討委員会では、障害児支援に従事する職員が意識すべき、「障害児支援の研修体系の基

盤となる基本理念」「障害児支援に従事する職員における共通要素」「研修の構成要素」「研

修体系・人材像」「研修カリキュラム」「研修の手法・実施方法」について中心的に議論し、

加えて、アンケート及びヒアリング調査についての検討を行った。 

検討委員会の開催日程及び具体的な論点は下記の通りであった。 

 

＜開催日程および論点＞ 

回数 日程 論点・議題 

第１回 令和６年 

10 月 21 日 

 本事業の趣旨・進め方の共有 

 過年度事業の振り返り 

 研修体系及び初級者向けカリキュラム案についてのご意見聴取 

第２回 令和６年 

11 月 21 日 

 本事業における検討スコープの確認 

 研修体系の大枠の確認 

 レベル別研修の対象者・内容イメージの検討 

第３回 令和６年 

12 月 16 日 

 研修のカリキュラム項目の検討 

 調査事項についてのイメージの確認 

第４回 令和７年 

２月５日 

 研修のカリキュラム（科目）案及び実施時間・実施方法の検討 

4.5 回 

（持ち回り） 

令和７年 

２月下旬 

 アンケート速報のご報告 

 ヒアリング先についてのご意見聴取 

 カリキュラム案のご確認 

第５回 令和７年 

３月 13 日 

 ヒアリング結果報告 

 各研修段階のカリキュラム最終案の議論 

5.5 回 

（個別） 

令和７年 

３月下旬 

 報告書とりまとめ結果についてのご意見聴取 
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令和６年度 子ども・子育て支援等推進調査研究事業 

障害児支援における支援の質の向上に関する調査研究 検討会 

 

委員名簿 

委員名簿（50 音順・敬称略） 

 

 

座長 
 有村 大士 日本社会事業大学社会福祉学部 教授 
 
委員 
 稲田 尚子 大正大学臨床心理学部 准教授 
 
 
 北川 聡子 社会福祉法人 麦の子会 理事長 
  公益社団法人日本知的障害者福祉協会 副会長 
 
 
 小崎 慶介 全国肢体不自由児施設運営協議会 会長 
  心身障害児総合医療療育センター 所長 
 
 
 松井 剛太 香川大学 准教授 
 
 
 松本 知子 一般社団法人全国児童発達支援協議会 理事   
  浜松市根洗学園 園長 
 
 
 吉村 隆之 九州大学人間環境学研究院 
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2-2 アンケート調査  

全国の事業所を対象とし、「研修効果向上のための取組の把握」「地域の児童発達支援セン

ター等の中核機能が実施する研修参加状況の把握」「児童発達支援センターが地域に向けて

実施している研修の好取組事例収集」を目的としたアンケート調査を実施した。 

調査の実施に当たっては、まずは基本調査設計を行い、検討委員の確認・諮問を経て、ア

ンケート調査票（ウェブアンケート形式）を作成した。都道府県のご協力のもと、事業者へ

配布し、弊社が直接回収する形で実査を進めた。 

調査期間は令和７年１月 30 日～３月 18 日であり、最終的な回収数・率は 3,842 件（回

収率 10.3%）であった。 

調査概要及び結果等の詳細は第３章にて詳述し、調査票は参考資料として掲載するため、

ご参照いただきたい。 

 

2-3 ヒアリング調査の実施  

（１） ヒアリング調査対象の抽出 

検討委員からのご推薦或いはアンケートの結果に基づき、下記の団体をヒアリング先

として選定し、児童発達支援センター等による中核機能が主体となり、地域の障害児支援

事業所に対する研修等の支援の質の向上を図っている事例の聞き取りを実施した。 

 

（２） ヒアリング調査の実施概要 

令和７年３月５日（水）～３月 10 日（月）にかけてヒアリング調査を実施した。 

調査対象は下記の通りである。 

 

図表 1 調査対象とした児童発達支援センターとヒアリング調査実施時期 

 

※いずれもオンラインにて実施 
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第2章 
研修体系・実施方法等の検討 
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1. 検討プロセス概要  

1-1 検討委員会の議論の経過  

検討委員会の開催日程及び具体的な論点は下記の通りであった。 

 

＜開催日程および論点＞ 

回数 日程 論点・議題 

第１回 令和６年 

10 月 21 日 

 本事業の趣旨・進め方の共有 

 過年度事業の振り返り 

 研修体系及び初級者向けカリキュラム案についてのご意見聴取 

第２回 令和６年 

11 月 21 日 

 本事業における検討スコープの確認 

 研修体系の大枠の確認 

 レベル別研修の対象者・内容イメージの検討 

第３回 令和６年 

12 月 16 日 

 研修のカリキュラム項目の検討 

 調査事項についてのイメージの確認 

第４回 令和７年 

２月５日 

 研修のカリキュラム（科目）案及び実施時間・実施方法の検討 

4.5 回 

（持ち回り） 

令和７年 

２月下旬 

 アンケート速報のご報告 

 ヒアリング先についてのご意見聴取 

 カリキュラム案のご確認 

第５回 令和７年 

３月 13 日 

 ヒアリング結果報告 

 各研修段階のカリキュラム最終案の議論 

5.5 回 

（個別） 

令和７年 

３月下旬 

 報告書とりまとめ結果についてのご意見聴取 

 

1-2 主なご意見  

（１） 第１回検討委員会 

第１回検討委員会では、主に以下のような意見が出された。 

 

〇障害児支援の基本理念 

 何かができるようになることをベースとするのではなく、障害児の well-being や権利

保障を軸とするべきである。 

 現状の障害児支援は商業的になってきているが、障害児の権利を守る福祉に基づいた

支援とすることが重要である。 
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〇障害児支援従事者が持つべき視点 

 障害児支援の意味や基本コンセプトを障害児支援従事者として業界全体で共有すべき

である。 

 地域での共生、家族とのつながりという広い視野を身につける必要がある。 

 

〇研修体系及びカリキュラム案 

 支援者としての土台（基本理念、障害のある人の歴史や社会状況、偏見から共生社会へ

の変遷）を学ぶべきである。 

 

〇研修レベルごとの達成・獲得目標 

 初級では、無意識にとってしまっていたこれまでの差別的行動などの立ち居振舞いを

変えることを目標に置くとよい。 

 疲弊してきている中級は、モチベーションアップを図ることが重要である。 

 上級はソーシャルワークでスーパーバイズできる力や個別支援計画の作成能力が求め

られる。 

 

〇研修の実施方法・手法 

 研修後の上司とのディスカッションで定着を図るべきである。 

 中・上級は講義型だけでは難しい。課題探求型の研修や、複数回連続で同一メンバーに

て実施する往還型研修も適する。 

 ワークショップで他事業者との横のつながりを広げることも有効である。 

 受講は業務時間中となるため、時間数には配慮が必要である。 

 

（２） 第２回検討委員会 

第２回検討委員会では、主に以下のような意見が出された。 

 

〇障害児支援の基本理念 

 障害児支援は、家庭が全責任をもつのではなく、社会がしっかりと支えていくことが重

要である。 

 基本理念はあまり細かくせずに簡潔まとめ、詳細は別添解説や研修内で理解する形と

するのがよい。 

 

〇障害児支援従事者が持つべき重要な共通要素 

 「こどもの理解」：権利の主体者としてのこどもを学び、物言わぬことばを読み解いて

理解することが重要。発達だけでなく、逆境体験やトラウマの理解も大切である。 

 「家族支援」：ソーシャルワークする力を入れるべき。また、知識、スキル、態度は分
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けて考えたほうがよい。 

 

〇重要な共通要素等を踏まえた研修の構成要素 

 細分化しすぎるとカリキュラムに落としにくいため、６つ程度でよい。 

 「障害児支援に従事する職員として」：差別の歴史を学ぶなどして、障害児支援の未来

を切り開く役割を伝えたい。 

 

〇研修体系と対象人材像等の全体像 

 入職時研修は、採用時期も事業所により流動的であるため、オンラインなどで手軽に受

講できるとよい。 

 専門性や習熟度に応じて年次で対象者を決めるのではなく、求められる役割や習熟度

に合わせて、どの研修が必要かを選びやすい形になるとよい。 

 

（３） 第３回検討委員会 

第３回検討委員会では、主に以下のような意見が出された。 

 

〇研修体系とカリキュラム全体像 

 「初級Ⅰ」は、こどもの権利だけでなく障害のあるこどもの権利も学ぶ必要がある。 

 「初級Ⅰ」から、「障害児支援における安全管理・安全確保」を学ぶべきである。 

 「中級」の組織マネジメントでは、「事業所内における人材育成支援」が重要。3 年目

くらいからメンター的な役割としてスーパービジョンができるとよい。 

 「支援者の自分自身の理解（自己覚知）」は継続して研修する必要があり、研修後の上

司との振り返り実施を行ところまでを国のガイドラインとして定められるとよい。 

 研修テーマは細かく分けすぎると分かりにくくなってしまうので、カリキュラム名に

するものと、カリキュラム内の構成要素となるレベルのものを分けて考えるとよい。 

 

〇研修の現場での運用 

 研修を受けて現場の実際の活動がどう変わったか、研修転移を見ることが重要である。

研修直後の一次効果と、日常での変化としての二次効果と、両方を見るべきだろう。 

 研修を日常に落とし込むための方法として、上司との対話だけでなく、ビデオや写真な

ど可視化した道具の活用も効果的であろう。その際、受講者がビデオを撮られることで

萎縮しないように工夫することも大切である。 

 振り返りは、自分自身の目線での振り返りだけでなく、当事者やご家族ら利用者の目線

で振り返ることも重要である。 
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（４） 第４回検討委員会 

第４回検討委員会では、主に以下のような意見が出された。 

 

〇初級Ⅰ・Ⅱ研修（仮称）の科目及び方法、時間について 

 受講前の悩み整理、受講後の上司フィードバック、現場実践２週間程度、その後の振り

返りサイクルを回すことで定着に結び付けることが重要である。 

 上司のフィードバックは、例えば 15 分の動画視聴とフィードバック合わせて 30 分く

らいで回せるとよい。 

 １講義 15～20 分の短い単位の授業は、保健師のオンデマンド研修でも評判が良かった

ので受け入れやすいだろう。 

 何のためにこの研修を受講するのか、オリエンテーション動画を用意し、科目ごとの説

明もするとよい。 

 テストなど、研修後の通過点も検討する必要がある。 

 何を振り返るべきか「問い」を用意したワークブックがあるとよい。 

 

〇中級研修（仮称）及び上級研修（仮称）の科目及び方法、時間について 

 基本的に演習が多いほうがよい。 

 終日研修だと参加が大変なので、講義は動画で、課題を与え、対面研修で課題を持ち寄

り受講する時間の使い方が有効ではないか。 

 安全・生命が最も大切なのは当然だが、その他科目の優先順位付けは論点となる。 

 中級・上級の参加人数が少ないのであれば、オンラインを使い全国単位で実施し、互い

の実情を情報交換できるようにするやり方も考えられる。 

 研修を通じて、職種間、事業間の横のつながりを構築できるとよい。 

中・上級者も初級の内容を受講しておかないと、管理職と現場で知識の逆転現象が発生

しうる。 

 

〇今後に向けた検討課題 

 途中からスタートする職員向が何から学び始めればよいか計画を立てやすいように、

現在の習熟度やレベルチェックをできるツールがあるとよい。 

 研修は無料だったら受ける人がいても、有料では受けられないこともあるので、費用面

の検討も必要である。 
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（５） 第５回検討委員会 

第５回検討委員会では、主に以下のような意見が出された。 

 

〇アンケート結果について 

 地域の研修受講状況については、事業所の規模により違いがあるかもしれないので、ク

ロス集計で確認したほうがよい。 

 児童発達支援センターのない地域における中核機能を担う事業所における研修実施状

況も把握していく必要がある。 

 

〇ヒアリング結果について 

 札幌市では、地域のセンターが集まり研修の計画・運営をすることで、公立・民間問わ

ずセンター間の繋がりが生まれ、自治体の協力も得ながら、地域全体で障害児支援に取

り組む体制ができあがってきている。 

 札幌市の児童発達支援センターが主催する研修では、研修講師は経験の長い職員でな

くても、台詞まで書かれた研修素材を用意すれば、中堅職員でも講師を務められてい

る。また、中堅が講師を務めることで講師の成長にもつながる。 

 

〇研修体系・実施方法等の検討の整理 

 受講する研修は、内容や学ぶ順番など、受講者が自分で選択できる余地を残すのも一案

である。 

 職員の中には過去につらい体験をしてきた当事者もいるため、科目名の「虐待」などの

言葉に傷つく人がいないように、ワーディングは細かく配慮するべきではないか。また、

レギュレーションの見直しも検討するべきである。 

 一方で、悉皆研修とする場合は、研修で何を学ぶのか、内容が明確に分かる必要がある。

教材も、公式にお墨付きのついたものが用意されていると活用しやすい。 

 職員のケアについては、４つのケア（セルフケア、ラインケア、事業所内ケア、事業所

外ケア）の視点で考えるとよい。 

 現場への落とし込みや職員ケアのためのワークブックなど、分かりやすく活用できる

ものがあるとよい。 

 初級Ⅰでは、障害のあるこどもができないことに着目するのではなく、どうしたら楽し

く遊べるのかを考えるような、社会モデルの考え方を学ぶ必要もあるのではないか。 

 研修参加にインセンティブをつけるようなモチベーションを高めるための工夫も必要

である。 

 

〇総括 

 研修内容は、研修結果を踏まえて見直していくことも重要である。また外国人人材が増
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えている昨今、多様な人材に対応できるような定期的な研修システムの見直しも求め

られる。 

 研修を通じて、障害児支援に関わる社会が変わっていくための共通言語ができるとよ

い。 

 障害児支援者はこのような専門性を持った専門職であると事業として明示し、専門職

の価値を明確に打ち出せるような研修の在り方が大切である。 

 

（６） 追加ヒアリング 

第５回検討委員会後に実施した委員への追加ヒアリングでは、主に以下のような意見が

出された。なお、誤字脱字や用語統一、平素な単語を用いることについてのご指摘など、軽

微なご意見は除いている。 

 

〇本事業の取りまとめ、発信すべきメッセージについて 

 本研修を通じて、多様にいる障害児支援の従事者が、多様な視点からこどもを理解し、

同じ方向性での支援を提供できるようになることが重要である。 

 本研修において柱となるのは、一つは障害児支援に携わる人の専門性担保の観点、もう

一つは直接的な障害児支援者だけでなく幼稚園・保育所職員にも参考にしてもらえる

ようなインクルージブを促進させる観点の、二つであろう。特に初級については、基本

的な考え方のほか、保育所・幼稚園での日々のプログラム選定の中でも、障害のあるお

子さんに配慮できるような心構えを意識できるとよい。 

 受講者の研修への動機づけは、研修費用や、研修を業務扱いできるか等との兼ね合いも

あり、現実的には難しいところがある。施設として研修に積極的に取り込んでいる場合

の認定などもあるとよい。利用者側が施設を選択する場面においても、職員の研修にど

れくらい力を入れているかが分かると選択の目安になると感じる。 

 中級・上級研修は地域が実施主体となるということであるが、一口に地域といっても、

その捉え方は多様である。その範囲の設定により、地域によって違いがあることを問題

とするのか、違いを知れてよかったとするのか、何を狙いにするかという視点があると

よい。 

 本研修を通じて支援の質が向上することで、利用者にとっては、「誰もがどこにいても、

安心して支援を受けられる環境が作られることにつながる」という側面も打ち出して

いくことが重要である。 

 保育現場は保育現場の専門性があるように、児発には児発の専門性があることを強み

として明記することが大切である。 

 現場の状況を見ると、事業所が利用者を選び、重度のこどもは受けないという現状があ

り、一部の事業所に固まってしまう。制度設計の中では、来る子は拒まず選ばないよう

にしたい。知識がないことがこのような状況を生むため、様々な障害を理解することが
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今後重要である。 

 研修を委託する場合も想定し、委託事業者の質の担保についても今後の検討が必要で

ある。 

 今後、初級カリキュラムに「自己研鑽」や「地域での学び」もカリキュラムに加えるこ

とを検討する必要がある。 

 事業所における支援の質の向上に向けては、研修のみならず、外部評価等による客観的

な評価を入れる等、総合的に取組んでいくことも重要である。研修が本格的に実施され

てからも、研修だけでなく、総合的に支援の質が担保されるような取組もあわせて進め

ていくことが重要である。 

 教育機関との連携においては、「個別の教育支援計画」というキーワードが重要となる。

本計画は法律で義務付けられており、特別支援教育コーディネーターを中心に必ず作

成することになっているものである。日本のほんの一部の地域では、この子の育ちには

何が大事かということを一緒に話し合いながら、法定事業者と法定の計画と学校での

計画がだいたい一致するようにつくっており、イギリスでは一緒に作ることが義務付

けられているが、日本のほとんどのケースではバラバラで、全然違う計画書になってい

る。これがリンクすることが望ましい。 

 全ての支援者をケアする体制について、事業所内のみならず、事業所外のケアについて

も整備される必要がある。行政もしくは事業所間連携の中で何か別の窓口を作ること

が求められるものである。事業所内における不適切な対応を悪化させないためには、事

業所外に相談できる窓口があることが大切である。 

 こどもたちの声に出せない意志をどう汲み取るかを大事にしたい。契約だけでなく、人

と人のやりとりの中で一緒につくっていくことが大切である。こどもも両親も、いろい

ろ迷いながら選択してやってきた過去を苦労も含めて受け止めて、そうした文脈をく

み取って意思決定を一緒にするということが重要である。 

 こども大綱などをはじめ、他の施策との接続も意識できると良い。すべてのこどもはこ

どもだからこそ、私たちの専門性が必要である、という大きな流れを捉えることは大切

である。 
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2. 検討結果  

本調査研究では、今後の障害児支援における支援の質の向上に資する研修の構築に向け、

「障害児支援の基盤となる基本理念」「従事者に共通する重要な要素」「求められる人材像・

研修体系」「研修カリキュラムの全体像及び研修科目」「研修の実施及び学びの定着に係る要

素」について検討委員会での議論を中心に検討・構築し、下記のようなまとめを得た。 

 

図表 2 研修体系の検討の流れ 

 
 

 

2-1 障害児支援の基盤となる基本理念  

障害児支援における研修体系の構築を検討する以前に、障害児支援に従事する職員が基

礎的に理解すべきことはこども施策及び障害児支援の基本理念であることを整理した。 

これらを基として、障害児支援に従事する職員における共通要素を整理し、そのうえで研

修体系及び研修カリキュラムが構成される、という「こどもと接するうえでの基本理念と研

修の関係性」について概念整理を行った。 
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図表 3 障害児支援における研修体系構築に向けた考え方 

 

 

図表 4 児童発達支援ガイドラインによるこども施策の基本理念の記載 

 
○全てのこどもは大切にされ、基本的な人権が守られ、差別されないこと。 

－全てのこどもについて、個人として尊重され、その基本的人権が保障されるとともに、差

別的取扱いを受けることがないようにすること。 
○全てのこどもは、大事に育てられ、生活が守られ、愛され、保護される権利が守られ、平等に教

育を受けられること。 
 －全てのこどもについて、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され保護

されること、その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉に係

る権利が等しく保障されるとともに、教育基本法の精神にのっとり教育を受ける機会が等

しく与えられること。 
○年齢や発達の程度により、自分に直接関係することに意見を言えたり、社会の様々な活動に参加

できること。 
－全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事

項に関して意見を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保されること。 
○全てのこどもは年齢や発達の程度に応じて、意見が尊重され、こどもの今とこれからにとって最

もよいことが優先して考えられること。 
－全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最

善の利益が優先して考慮されること。 
○子育ては家庭を基本としながら、そのサポートが十分に行われ、家庭で育つことが難しいこども

も、家庭と同様の環境が確保されること。 
－こどもの養育については、家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的責任

を有するとの認識の下、これらの者に対してこどもの養育に関し十分な支援を行うととも

に、家庭での養育が困難なこどもにはできる限り家庭と同様の養育環境を確保することに

より、こどもが心身ともに健やかに育成されるようにすること。 
○家庭や子育てに夢を持ち、喜びを感じられる社会をつくること。 

－家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境を整備すること。 
 

出所：「児童発達支援等ガイドライン（令和６年７月 こども家庭庁）」より一部改変 

障害児支援における研修
（研修体系・研修カリキュラム）

障害児支援に従事する
職員における共通要素

障害児支援の
基本理念

こども施策の
基本理念
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図表 5 児童発達支援ガイドラインによる障害児支援の基本理念の記載 
 
（１）障害の特性を踏まえたニーズに応じた発達支援の提供 

こどもの発達全般や障害の特性・行動の特性等を理解し、こどもの発達及び生活の連続性

に配慮し、こどもの今の育ちの充実を図る観点と将来の社会参加を促進する観点から、こど

ものウェルビーイングの向上につながるよう、必要な発達支援を提供することが必要であ

る。また、障害の特性による二次障害を予防する観点も重要であることから、こどもの特性

に合わない環境や不適切な働きかけにより二次障害が生じる場合があることを理解した上で

支援を提供するとともに、こどもの支援に当たっては、こども自身が内在的に持つ力を発揮

できるよう、エンパワメントを前提とした支援をすることが重要である。 
（２）合理的配慮の提供 

障害者権利条約では、障害を理由とするあらゆる差別（「合理的配慮」の不提供を含む。）

の禁止等が定められている。障害のあるこどもの支援に当たっては、こども一人一人の障害

の状態及び発達の過程・特性等に応じ、合理的な配慮の提供が求められる。このため、事業

所等は、障害のあるこどもや保護者と対話を重ね、物理的な環境や意思疎通、ルールや慣行

など、何が障害のあるこどもの活動を制限する社会的なバリアとなっているのか、また、そ

れを取り除くために必要な対応はどのようなものがあるか、などについて検討していくこと

が重要である。 
（３）家族支援の提供 

こどもは、家族やその家庭生活から大きな影響を受ける。家族がこどもの障害を含め、そ

のこども本人のありのままを肯定していくプロセスは平坦ではなく、成長・発達の過程で

様々な葛藤に直面する。様々な出来事や情報で揺れ動く家族を、ライフステージを通じて、

しっかりとサポートすることにより、こどもの「育ち」や「暮らし」が安定し、こども本人

にも良い影響を与えることが期待できる。家族の支援に当たっても、こどもの支援と同様、

家族のウェルビーイングの向上につながるよう取り組んでいくことが必要であり、家族自身

が内在的に持つ力を発揮できるよう、エンパワメントを前提とした支援をすることが重要で

ある。 
（４）地域社会への参加・包摂（インクルージョン）の推進 

全ての国民が障害の有無にかかわらず、互いに人格と個性を尊重しあい、理解しあいなが

ら共に生きていく共生社会の実現に向けては、障害の有無にかかわらず、こどもたちが様々

な遊びなどの機会を通じて共に過ごし、学びあい、成長していくことが重要である。このた

め、事業所等は、障害児支援だけでなく、こども施策全体の中での連続性を意識し、こども

の育ちと個別のニーズを共に保障した上で、地域社会への参加・包摂（インクルージョン）

の推進の観点を常に持ちながら、こどもや家族の意向も踏まえ、保育所、認定こども園、幼

稚園等の一般のこども施策との併行利用や移行に向けた支援や、地域で暮らす他のこどもと

の交流などの取組を進めていくことが求められる。 
（５）事業所や関係機関と連携した切れ目のない支援の提供 

こどもの現在、そして将来の豊かな育ちを保障していくためには、こどもと家族を中心に

据えて、包括的なアセスメント・支援を行うことが必要であり、各事業所や各関係機関それ

ぞれが、非連続な「点」として独自に支援を行うのではなく、子育て支援施策全体の連続性

の中で、地域で相互に関係しあい連携しながら「面」で支えていく必要がある。こどものラ

イフステージに沿って、地域の保健、医療、障害福祉、保育、教育、社会的養護、就労支援

等の関係機関や障害当事者団体を含む関係者が連携を図り、切れ目のない一貫した支援を提

供する体制の構築を図る必要がある。 

 

出所：「児童発達支援等ガイドライン（令和６年７月 こども家庭庁）」より一部改変 

  



 

21 
 

2-2 従事者に共通する重要な要素  

（１） 障害児支援に従事する職員に共通する重要な要素 

前述の基本理念に基づき、障害児支援に従事する職員に共通する重要な要素について検

討・整理を行った。 

これらの項目を検討するうえでは、厚生労働省令和４年度障害者総合福祉推進事業「障害

児通所支援における支援の質の評価に係る調査研究」（一般社団法人 全国児童発達支援協

議会）により取りまとめられた、発達支援者のコンピテンシーの要素を参考にした。 

手順としては、当該調査事業報告書を参考にたたき台を整理し、検討委員会にて議論を重

ねる中で、職種や専門性にかかわらず身に着けるべき下記のような９項目を整理。それぞれ

について、「姿勢・態度」「知識・技術」「実践」の観点から、項目を整理した。 

 

図表 6 障害児支援に従事する職員に共通する重要な要素 

 

※小項目の中には、職員が担う役割や段階によって求められるスキルの中身に違いがあるものも存在する 

 

（２） 重要な共通要素等を踏まえた研修の構成要素 

「障害児支援に従事する職員に共通する重要な要素」の整理を踏まえ、障害児支援のため

の研修において必要と考えられる構成要素を整理した。 

大きく「障害児支援に従事する職員として」「本人支援」「家族支援」「地域支援・地域連

携」「（日々の支援や業務の根拠となる）制度理解」「組織マネジメント」の６項目に整理し、

本事業におけるこの先のカリキュラム検討の軸として設定した。 

  

【姿勢・態度】
・自身の失敗や成功を振り返り分析する姿勢
・チームの失敗や成功を振り返り分析する姿勢
・こどもや家族の視点から振り返り分析する姿勢
・柔軟的な考え方と自己研鑽を重ねる姿勢
【知識・技術】
・省察に基づき課題を解決する能力
【実践】
・省察を実践に活かす力

【姿勢・態度】
・相互理解と合意形成に基づく相互支援の姿勢
・リーダーシップ
【実践】
・コミュニケーションスキル
・ファシリテーションスキル
・コンサルテーションスキル
・スーパーバイズ/スーパーバイジースキル
・マネジメント・コーディネートスキル

【知識・技術】
・制度施策についての知識
・地域の関係機関についての知識
・事業所の特性や機能の理解
・関係機関それぞれの特性や機能の理解
【実践】
・役割分担、機能分担
・連携し協働する力
・地域全体のマネジメント力

【姿勢・態度】
・自身の虐待等につながる言動に気づき修正する姿勢
・事業所内の虐待等につながる課題に気づき修正する姿勢
【知識・技術】
・虐待等についての知識
【実践】
・保護者等による虐待等につながる状況を把握する力
・虐待等に気づいた際に、解決に向けて行動する力

対人支援における
倫理的姿勢

こどもの理解

計画と評価に
基づく支援の実践

チームアプローチ

家族支援地域支援・
地域連携

虐待予防・対応

相互理解・
相互支援

（家族・他職種・他機関）

自己覚知と省察

本人支援組織
マネジメント

本人支援

・人権の尊重
・こどもの権利の遵守
・こどもの最善の利益の優先考慮
・こどもや家族への肯定的姿勢、態度
・社会的公平性と誠実さ

【姿勢・態度】
・「ひとりのこども」として捉える姿勢
・こどもを主体者として尊重する姿勢
【知識・技術】
・発達とその多様性の理解
・包括的アセスメントに基づく育ちの理解
・発達特性による困難さと社会的困難さの理解
・逆境体験やトラウマの理解
【実践】
・こどもの生活と未来を想像する力
・遊び・学びを環境を構成する力

【姿勢・態度】
・自己研鑽を重ねる姿勢
・他職種から学び自身の専門性に活かす姿勢
【知識・技術】
・知識の広さ、深さ
・本人の理解・支援の技術
【実践】
・本人の理解に基づく支援提供
・PDCAサイクルによる支援提供

【姿勢・態度】
・他の職種との対等性を尊重する姿勢
【知識・技術】
・自身の専門性を伝える力
・他の専門性を理解する力
・他職種から学び自身の専門性に活かす力
【実践】
・事業所内のチームアプローチのシステムづくり

【姿勢・態度】
・家族のあり方の多様性の尊重
・家族が有する文化、宗教、価値観の尊重
【知識・技術】
・子育ての困難さ、子育てに伴う社会的困難さの理解
・家庭状況（生活）の理解
【実践】
・家族機能を理解する力（家族の関係性の理解）
・相談、カウンセリングの力（傾聴、共感、分析、言語化）
・ソーシャルワーク
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図表 7 重要な共通要素等を踏まえた研修の構成要素 

 
 

2-3 求められる人材像・研修体系  

障害児支援に従事する職員の段階として「障害児支援に従事し始めた段階（初級Ⅰ）」「本

人支援を中心とした役割を担う段階（初級Ⅱ）」「事業所の中心的役割を担う段階（中級）」

「地域の中心的な役割を担う段階（上級）」の４段階に分け（※いずれも仮称）、それぞれに

おいて期待される人材像を設定し、下記の通り整理した。 

 

図表 8 研修体系とキャリアに応じて期待される人材像等の全体像 

 

○対人支援における倫理的姿勢をもって、こどもを主体とし
た支援を行うことができる。

〇 こどものライフステージを通じた発達と障害特性、発達の
多様性を踏まえたアセスメントの基本的理解をし、「ひとり
のこども」として、個々のニーズに応じた支援を行うことがで
きる。

〇 こどもを中心に支援を進めるうえで、家族支援、地域連
携の重要性を理解する。

○包括的なアセスメントに基づいて、個々
のこどもと家族の状態像等について考察
し理解するとともに、個々のニーズに応じ
た支援が実践できる。

〇 事業所内において、多職種連携をコー
ディネートするとともに、他の職員への助
言を行うことができる等、チームアプローチ
における中心的役割を担うこ とができる。

〇 こどもや家族の状況等に応じて、必要な
関係機関と連携することができる。

○包括的なアセスメントに基づき、個々の
状態等の理解やニーズに応じた支援の実
践について、他の職員や他の事業所等へ
助言等を行うとともに、事業所内の支援
の質の向上に取り組むことができる。

〇 地域の状況を把握した上で、関係機関
との連携をマネジメントし、コンサルテーショ
ン等を行うことができるとともに、地域の障
害児支援体制の整備に主 体的に関わる
ことができる。

〇 柔軟な考え方をもって、課題を解決する
ことや省察を実践に活かすことができる。

○障害児支援の意
義や対人支援にお
ける倫理的姿勢を
理解し、こどもを主
体とした支援を行う
姿勢をもつことがで
きる。

キ
ャ
リ
ア
に
応
じ
た
人
材
像

実
態
（※

）

※厚生労働省 令和４年度障害者総合福祉推進事業「障害児通所支援における支援の質の評価に係る調査研究」報告書より

障害児支援に
従事しはじめた段階

（初級Ⅰ）
※障害児支援に従事

しはじめた者

地域の中心的役割を担う段階
（上級）

※地域においてスーパーバイズを担う者

事業所の中心的役割を担う段階
（中級）

※事業所において、リーダー職や管理職を
担う者

本人支援を中心とした役割を担う段階
（初級Ⅱ）

※1年～3年目程度を想定

段
階

障害児支援の基本姿勢

本人支援
家族支援

障害児支援に従事する職員として

地域支援・地域連携

（日々の支援や業務の根拠となる）制度理解
組織マネジメント

（参考）
○３年目までの職員は、こどもに直接関わる発達支援を中心に行っている。
○３年目以上になると家族や地域と連携する役割がより多く求められている。
○１０年目以上では、地域の関係機関へのスーパーバイズや、行政主催の協議会等への参加により地域の施策への協働的役割を担っている。
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前述の重要な共通要素等を踏まえた研修の構成要素について、期待される人材像の段階

ごとに重視される要素やその受講対象者に、下記のような差があると考えられる。 

 

図表 9 段階ごとに重視される要素と対象者 

段階 重視される要素 対象者 

障害児支援

に従事し始

めた段階 

入職直後の短期間に「障害児支援の意義や対人支援における倫理

を理解し、こどもを主体とした支援を行う」という基本姿勢を身

につけることをねらいとするため、「障害児支援の基本姿勢」と

してエッセンスとなる項目に絞って学ぶ。 

障害児支援

に従事する

すべての職

員 

本人支援を

中心とした

役割を担う

段階 

こどもを中心とした支援を進める中で、家族支援・地域連携の重

要性も理解することをねらいとするため、本人支援に関する項目

を中心として学びつつ、家族支援・地域連携の重要性を理解する

ための項目も含める。 

障害児支援

に従事する

すべての職

員 

事業所の中

心的役割を

担う段階 

こどもに対する支援のみならず家族に対する支援についても中

心的な役割を担いながら、事業所内において多職種連携をコーデ

ィネートし、チームアプローチにおける中心的な役割を担うこと

が期待される。研修においても、中級研修（仮称）以降は、本人

支援に加えて家族支援や地域連携に関する内容にも重点をおき、

総合的に学ぶカリキュラムとする。また、事業所の中心的役割を

担うことから、自身が支援を行うだけでなく、事業所のマネジメ

ントや人材育成に関する役割も重視されるため、事業所運営や人

材育成の支援に関する項目である「組織マネジメント」について

も重点的に学ぶようにする。 

すべての職

員が対象と

なるもので

はなく、事

業所によっ

ては該当す

る職員がい

ないことも

考えられる 

地域の中心

的な役割を

担う段階 

事業所内にとどまらず、地域において中心的な役割を担い、地域

連携や地域全体の支援の質の向上に取り組むことが期待される。

研修においても、上級研修（仮称）では地域の他の事業所等への

助言や地域連携に関する内容を中心に学ぶこととする。 

対象となる

人数は限ら

れる 

 

また、構成要素に目を向けると、「障害児支援に従事する職員として」の要素は初級Ⅱ～

上級研修のすべての段階において変わらず重視される。こどもや障害児の権利擁護・最善の

利益の尊重、虐待防止、チームアプローチ等の項目は、どの段階であっても繰り返し学ぶこ

とが肝要である。 

これらを踏まえ、研修体系では、上記の４段階で期待される人材像を達成するために、従

事する職員が各段階において獲得すべき内容を身に着けられるよう、研修の構成要素ごと

に科目を設定する方針とした。  
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2-4 研修カリキュラムの全体像及び実施方針  

求められる人材像・研修体系の整理を踏まえ、研修科目案を作成するため、カリキュラム

の全体像を整理した。 

整理に当たっては、全体として障害児支援に従事する職員に共通する重要な要素で整理

した項目を含めるとともに、各段階において身につけるべきと考えられるテーマを検討委

員会における意見を踏まえ、下記の通り取りまとめた。 

 

図表 10 カリキュラムの全体像・科目案 

 

 

そのうえで、「初級Ⅰ・Ⅱ」及び「中級・上級」の各研修について、実施概要を整理する

とともに、それぞれをより具体化した研修科目案（「参考資料③」参照）を本事業の検討委

員からのご意見聴取・確認を繰り返したうえで作成した。また、今後の検討課題の整理も行

った。 

 

＜今後の検討課題＞ 

〇研修内容の標準化や質の担保に資する、全国統一の教材作成 

〇研修講師やファシリテーション等の人材要件や選定方法 

〇研修の評価方法（テストによる定着度の確認など）     など 
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（１） 初級Ⅰ・Ⅱにおける実施方針概要 

初級Ⅰ・Ⅱでは障害児支援に従事するすべての職員を対象として、主として本人支援に係

る事項を学ぶことが見込まれる。座学で得た知識を実践に結び付けていくうえで、OJT 等

と組み合わせるなどの工夫が必要と考えられる。このような、座学と現場実践を組み合わせ

る観点に加え、入職後速やかに獲得すべき知識等に触れることができるよう、各事業所が実

施主体となることが想定された。 

一方、こども家庭庁令和５年度子ども・子育て支援等推進調査研究事業「障害児支援にお

ける人材育成研修に関する実態調査」（株式会社野村総合研究所）では、隙間時間で受講で

きる仕組みや複数回同じ内容を実施できるような仕組みが求められていることが明らかと

なっている。加えて、検討委員会からも、すべての職員がまとまった時間を研修に充てるこ

とが運営上困難であるとの懸念が議論された。 

このことから、初級Ⅰ・Ⅱの研修においては、事業所に過度な負荷をかけずに、複数回同

じ内容の研修を実施することや研修内容の標準化を図る観点から、動画による講義形式（e-

learning）とすること、また、その際のポイントなどがまとめられた。 

 

＜初級Ⅰ・Ⅱ研修の実施概要＞ 

実施主体：各事業所 

実施方法：e-learning 等の動画による講義形式 

時  間：ひとつのコンテンツ（動画）あたりの時間は、15～20 分程度が望ましい 

 

＜e-learning を活用した研修におけるポイント＞ 

〇研修内容の実践への落とし込みや知識の定着度を担保する観点から、各事業所にお

いて研修前後における事前準備や OJT、振り返りなどの取組が行われることを想定 

〇講義のみならず、他事業所との接点をもつ機会を設けることも必要と考えられるこ

とから、地域合同の研修科目を設定するような取組も案として想定 

 

  

（２） 中級・上級における実施方針概要 

中級・上級研修では、事業所や地域の中の一定程度限られた職員が対象となることが想定

される。加えて、研修内容の専門性も高くなり、講師等の確保についてもその難しさが高く

なることが想定されることから、自治体（都道府県等）が実施主体となり、地域において実

施することが想定された。 

また、中級以上の研修は事業所や地域において中心的な役割を担う職員を育成する場で

あることから、講義と演習を組み合わせた科目設定として研修の質を担保するとともに、地

域の他の事業所の職員と一緒に受講することでのネットワーキング機会の創出を図ること

が想定された。  
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 これらを踏まえ、下記のような実施概要が整理された。 

 

＜中級・上級研修の実施概要＞ 

実施主体：自治体（都道府県等） 

実施方法：集合型の対面研修 

時  間：１つの講義あたりの時間は 60～120 分（演習を含む場合 90～180 分） 

の範囲で、科目に応じて設定 

 

また、検討委員会において、研修構築における論点やポイントとして下記のものが提案さ

れた。 

 

＜実施方法の工夫＞ 

〇ネットワーク構築にあたり、地域の他事業所職員と合同で研修を受講し、グループ

ワーク等を通じてディスカッションの時間を設けることが効果的。これらを通じて、

職種の違いや事業所・事業種別の違いも共有し、多様な気づきを得ることが重要。 

〇特に上級研修において、オンラインで接続して他の地域の研修と一部合同で実施し、

地域の実情を交換するようなプログラムを設定することも効果的。 

〇他方、事業所や地域で中心的な役割を担う人材が終日業務から離れることが事業所

運営上困難となる可能性があり、そのような現場の実態も踏まえて研修時間（１コ

マあたりの時間及び総時間など）を検討・設定していくことが重要である。 

〇あるいは、講義部分は事前にオンライン等で学習して事前課題を実施したうえで、

グループワーク等の演習や意見交換を対面研修にて実施する形式とすることで、限

られた時間で効果的な研修が実施できるのではないか。 

〇日程設定については、複数日連続した形式だけでなく、開催日の間隔を空け、間の

期間に研修で学んだ内容の現場実践とその成果の共有・振り返りを挟むなどの設定

とすることも効果的。 
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2-5 学びの定着に係る要素  

研修カリキュラムの全体像及び実施方針の検討に併せ、研修効果を支援の質の向上につ

なげるための方策についても検討委員会の中で議論を進めた。 

「受講者自身の振り返り」「上司や先輩職員との対話」「事業所内の他の職員との学び合い」

「地域の中での研修の実施」の４つの括りの中で、下記のような学びの定着に係る要素が提

案され、今後のガイドライン等の作成や具体的な研修構築に向けた基礎資料が得られた。 

 

図表 11 学びの定着に係る要素 

受講者自身の振り返り 

  障害児支援を通じて世の中の見方・捉え方を変えていくことが重要であり、研修の受

講を通して、受講者自身が自身の考え方や成長を振り返ることが大切。 

 自身の研修受講履歴がオンラインポートフォリオのように確認できることで、自己評

価につなげられる仕組みがあると良い。 

 自己評価や事業所・利用者からの客観評価も取り入れると良い。 

 対面研修であれば、研修の効果測定やアクティブラーニングに取り組む事例もある。 

上司や先輩職員との対話 

  座学の研修の他に、個別支援計画を立てたり、対応策を所属の事業所で上司と一緒に

考えたりするなど、部下の研修受講後に上司と話し合うことが必要。 

 ディスカッション相手となる上司の経験やスキルによって学びの度合いが変わるた

め、上司も学ぶこと、上司・部下でお互いの学びをすり合わせることが重要。 

事業所内の他の職員との学び合い 

  虐待防止や安全なども含めて、基礎的なことを知ったうえで現場実践し、こどもと触

れ合う機会を通じて”体験から学ぶ”ことも必要。 

 職員同士で互いの失敗をカバーし合う中で自分自身を許せるようになっていく経験

を積むなど、失敗して支えられる体験により、他者の存在の重要性に気づける。 

 障害のあるこどもは成長の過程で多くの失敗を積むことになる。障害児支援では、職

員も含めて互いに支えあう、弱さを肯定することが大切。 

 自分から助けを求める体験を多く積んでいない職員が多い。座学だけでなく、ワーク

ショップ等により、考え方や人間関係をほぐす機会が必要。 

地域の中での研修の実施 

  地域の他の職員と合同で研修を受ける、個別にディスカッションする時間を設ける

といったことにより、地域の事業所間のつながりをつくることが大切。 

 地域での研修を検討する際には、併せてファシリテーターの人選も重要。 

 地域における研修を通して、地域全体で必要な取組が施策につながっていくサイク

ルを生み出せるようになるとよい。 

 複数回連続で同じメンバーで実施する往還型研修の形式を用いて、各事業所で自ら

課題を設定してアクションリサーチを行い、結果を持ち寄り、他施設のメンバーと協

議することも効果的。 
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2-6 その他（習熟度に合わせた研修の選択、費用負担等）  

今後の研修構築や円滑かつ効果的・効率的な実施に向け、研修内容やその定着に係る事項

とは異なる視点からのポイント整理（今後の検討課題含む）も行った。 

 

＜中途入職者の研修受講＞ 

〇障害児支援以外の近隣業界での従事経験がある職員の場合には、各自の習熟度等に

応じて研修を選択することが想定されることから、自身の習熟度やレベルを客観視

するための仕組みやツール（例：チェックリスト）などがあると良い。 

〇障害児支援を含め、こども分野に従事した経験がないものが、いきなり管理者に就

く場合も想定される。研修の実施に当たっては、上司等との対話も重要であると考

えられており、それを踏まえると、事業所の中での役割を問わず、習熟度等を踏ま

えて、初級Ⅰ・Ⅱの研修を受講することが重要である。 

〇管理者と現場職員の間での理解にギャップが生じないよう、上級段階の職員が初級

の内容を理解していないという状況を避けることが重要。特に、初級Ⅰ・Ⅱ研修に

ついては e-learning で受講できることや事業所内において実施することから、上位

段階にある職員が自主的に学ぶことが望まれる。 

 

＜他の研修との位置づけの整理＞ 

〇今後、既存の研修との関連性の整理や科目免除について整理することが求められる。 
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第3章 
アンケート調査 
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1. アンケート調査の概要  

（１） 調査目的 

令和６年４月に施行された改正児童福祉法により、児童発達支援センターには、地域に

おける障害児支援の中核機能を担うことが期待されている。センターに求められる中核機

能の一つとして、「地域の障害児支援事業所に対するスーパーバイズ･コンサルテーション

機能」が求められており、地域の事業所等に向けた研修の実施も想定されているところであ

る。それも踏まえ、本アンケート調査では、以下を目的にアンケート調査を実施した。 

 

〇すべての事業所に対しての調査 

• 研修効果向上のための取組を把握すること 

• 児童発達支援センター等が実施する研修参加状況を把握すること 

 

〇児童発達支援センターに対しての調査 

• 当該センターが地域に対して実施している研修の取組状況を把握すること 

 

（２） 調査対象 

以下の事業所（計 37,275 客体）に対して悉皆にて調査票を配布した。 

• 児童発達支援：12,852 客体 

• 放課後等デイサービス：22,272 客体 

• 居宅訪問型児童発達支援：125 客体 

• 保育所等訪問支援：1,647 客体 

• 福祉型障害児入所施設：183 客体 

• 医療型障害児入所施設：196 客体 

 

（３） 調査方法 

Web アンケート回答フォームを作成し、都道府県等に依頼して事業所に対し回答依頼を

送付した。その後、回答されたデータを集計した。 

 

（４） 調査期間 

令和７（2025）年１月 30 日（木）から３月 18 日（火）にかけて実施した。 

 

（５） 調査内容 

属性情報として、実施事業や事業所開設年等事業所の基本情報を調査した。 

本アンケートでは、①外部研修受講実態を把握するための項目、②研修効果向上のための
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取組実態を把握する行うための項目、③地域や圏域の児童発達支援センター等が実施する

研修参加状況を把握するための項目、④児童発達支援センターにおける地域に向けた研修

実施状況から好取組事例を収集するための項目（児童発達支援センターのみ回答）を設定し

た。 

① 外部研修受講実態を把握するための項目 
 各事業所の職員数に占める外部研修受講者比率を職員レベル（階層）別に調査した。

加えて、外部研修の中でも、地域の中核機能を担うことが期待される児童発達支援セン

ター等が実施している研修の受講者比率を、職員レベル（階層）別に調査した。 
 加えて、事業所規模（職員数）の違いによる、外部研修受講率の違いを調査した。 

② 研修効果向上のための取組実態を把握するための項目 
 研修の効果を高めるために、望ましい研修成果の確認方法と定着に向けた取組につい

て職員レベル（階層）別に、一コマ当たりの望ましい研修時間を実施方法別に調査した。 

③ 地域や圏域の児童発達支援センター等が実施する研修参加状況を把握するための項目 
 各事業所の所属する地域や圏域の児童発達支援センター等による外部に向けた研修の

実施状況と、職員レベル（階層）別の参加状況を調査した。また、地域の児童発達支援

センター等において外部に向けた研修が実施されていない場合、実施された場合の参加

意向を調査した。 

④ 児童発達支援センターにおける地域に向けた研修実施状況から好取組事例を収集するた

めの項目（児童発達支援センターのみ回答） 
 児童発達支援センターにおける地域に向けた研修の実施状況を調査した。また、地域

に向けた研修を実施していない場合は、今後の研修実施予定、研修実施にあたっての課

題、サポート要望を調査した。 
 
なお、調査時に設定した職員レベル（階層）の定義は、以下の通りとした。 

図表 12 職員レベル（階層）の定義 

 

（６） 回収結果 

対象事業所数：37,275 

有効回答数：3,842 

有効回答率：10.3% 

 

以下、主要な調査項目に関する調査結果について次ページ以降にとりまとめる。なお、全

ての質問の単純集計結果、およびクロス集計結果については、巻末の参考資料を参照いただ

きたい。  
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1-2 調査結果の概要  

調査結果の概要は以下の通りであった。各設問の結果については、次項にて詳述する。 

（１） 外部研修参加状況 

 

（２） 研修効果向上のための取組 
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（３） 児童発達支援センター等の地域の中核機能が実施する研修参加状況 
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（４） 児童発達支援センターによる地域に向けた研修実施状況（児童発達支援センターのみ回答） 
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1-3 調査結果の詳細  

（１） 外部研修参加状況 

自施設以外の外部研修の受講経験者の在籍職員に占める割合は全体で 64.0%であった。

一方、児童発達支援センター等の地域の中核機能が実施する研修の受講経験者の在籍職員

に占める割合は 28.3%に留まった。いずれの研修も初任者の受講率が最も低く、階層が上が

るにつれて受講率が高まる傾向がみられた。 

 

図表 13 在籍職員に占める外部研修受講経験者の割合 

 

 
 

 一方、自施設以外の外部研修を一人でも受講させている事業所の割合を事業所規模別に

確認したところ、職員数４人以下の事業所では 74.0%、５人～９人では８割弱であった。一

方、職員数が 10 人～15 人では 83.8%、16 人以上では 91.9%と、職員数が増えるにつれて

受講率が上がる傾向がみられた。 

 

図表 14 事業所規模（職員数）別 自施設以外の外部研修 受講率 

 

  



 

37 
 

他方、児童発達支援センター等の地域の中核機能が実施する研修に一人でも受講させて

いる事業所の割合を事業所規模別に確認したところ、職員数が７人未満の事業所は受講率

が４割前後であったのに対し、職員数８～９人では受講率 45.7%、10～15 人では 48.3%、

16 人以上では 52.7%と、職員数が増えるにつれて受講率が上がる傾向がみられた。 

 

図表 15 事業所規模（職員数）別 児童発達支援センター等の地域の中核機能が実施する研修  

受講率 
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（２） 研修効果向上のための取組 

① 望ましい研修成果の確認方法 

事業所内研修受講後の成果確認方法で効果が認められたのは、どの職員レベル（階層）

においても「研修レポート提出」が最も多く、次いで「振り返り研修」と「上長面談」で

あった。スーパーバイザーはどの方法も選択率が他の職員レベル（階層）に比べて低かっ

た一方で、「わからない」の選択率が３割と高かった。 

 

図表 16 事業所内研修受講後の成果確認方法として効果があると思うもの 

（複数選択可能） 
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他方、外部研修受講後の成果確認方法で効果を認められたのも、どの職員レベル（階層）

においても「研修レポート提出」が最も多く、次いで「振り返り研修」と「上長面談」であ

り、事業所内外による差はあまりみられなかった。 

 

図表 17 外部研修受講後の成果確認方法として効果があると思うもの（複数選択可能） 
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② 定着に向けた取組 

事業所内での研修で学んだことについて、業務に落とし込み定着させるために取り組ん

でいることは、スーパーバイザー以外の職員は「OJT」が最も多く約５割、次いで、「上

長との面談」が４割超となっていたが、スーパーバイザーについては約半数が「取り組ん

でいることはない」を選択していた。 

図表 18 事業所内での研修で学んだことについて、業務に落とし込み定着させるために 

取り組んでいること（複数選択可能） 

 

 

外部研修で学んだことについて、業務に落とし込み定着させるために取り組んでいるこ

とは、スーパーバイザー以外の職員は「OJT」が最も多く４割超であり、次いで、「上長

との面談」が４割弱となっていたが、スーパーバイザーでは約半数が取り組んでいること

はなく、こちらも事業所内外による差はあまりみられなかった。 

 

図表 19 外部研修で学んだことについて、業務に落とし込み定着させるために 

取り組んでいること（複数選択可能） 
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③ 一コマあたりの望ましい研修時間 

 一コマ当たりの望ましい研修時間は、全ての職員レベル（階層）で「45～60 分」が最も

多く３割超、次いで「60～90 分」が２割超であり、職員レベル（階層）による差はあまり

みられなかった。 

 

図表 20 職員レベル（階層）ごとの研修一コマ当たりの望ましい時間 

  

 

一コマ当たりの望ましい研修時間はいずれの研修実施方法においても「45～60 分」が最

多で３割超、次いで「60～90 分」が約２割であった。45 分未満の短時間は、「動画配信」

や「グループワーク」が他実施方法に比べて高く、選択率４割強であった。 

 

図表 21 研修実施方法ごとの研修一コマ当たりの望ましい時間 
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（３） 地域の中核機能が実施する研修参加状況 

① 地域の中核機能が実施する研修参加意向 

 地域や園域の児童発達支援センター等の中核機能では、約５割が他事業所の職員が参加

できる研修を実施していた。 

 

図表 22 他の事業所の職員が参加できる研修を実施しているか 

 

 

 

地域の中核機能で他の事業所の職員が参加できる研修が実施されていなくても、実施さ

れた場合の参加意向は、スーパーバイザー以外については６割超であったが、スーパーバイ

ザーは「参加させる」と「わからない」が半々であった。 

 

図表 23 他の事業所の職員が参加できる研修が実施された場合の参加意向 
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② 地域の中核機能が実施する研修参加実績 

児童発達支援センター等の中核機能が実施する研修（自施設が実施するものを除く）を受

講させているのは、リーダー職・管理職が最も多く約６割、次いで一般職員が５割弱、初任

者では３割強であった。一方で、スーパーバイザーは 25.9%であった。 

 

図表 24 児童発達支援センター等の中核機能が実施する研修 受講有無 

 

 

児童発達支援センター等の中核機能が実施する研修受講内容は、いずれの職員レベル（階

層）においても１つが最も多く、スーパーバイザーで８割、その他の職員も６割超であった。 

 

図表 25 児童発達支援センター等の中核機能が実施する研修受講内容の数 
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児童発達支援センター等の中核機能が実施する研修を受講させた理由は、いずれの職員

レベル（階層）でも「研修テーマが適当」が最も多く全体で 77.8%、次いで「事業所内では

実施が難しい研修内容」が全体で 51.2%であった。 

図表 26 児童発達支援センター等の中核機能が実施する研修を受講させた理由 

（複数選択可能） 

 
 

受講した児童発達支援センター等の中核機能が実施する研修の実施方法については、い

ずれの職員レベル（階層）も「対面集合型座学」が最も多く６割超、次いで「対面グループ

ワーク」が約３割で、オンラインよりも対面のほうが多かった。 

図表 27 受講した児童発達支援センター等の中核機能が実施する研修の実施方法 

（複数選択可能） 
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児童発達支援センター等の中核機能が実施する研修の効果については、いずれの職員レ

ベル（階層）においても「非常に効果があった」「ある程度効果があった」で約９割を占め

た。 

図表 28 受講した児童発達支援センター等の中核機能が実施する研修の効果 
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（４） 地域に向けた研修実施状況（児童発達支援センターのみ回答） 

 

地域の他の事業所や専門職を対象とした研修を実施している児童発達支援センターは

47.9%であり、52.1%は実施していなかった。 

 

図表 29 児童発達支援センターにおける地域の他の事業所や専門職を対象とした 

研修実施状況 

 
 

 

地域の他の事業所や専門職を対象とした研修を実施していない児童発達支援センターの

うち、今後実施する予定があったのは 26.5%で、73.5%は今後も実施する予定がなかった。 

 

図表 30 地域の他の事業所や専門職を対象とした研修を実施していない 

児童発達支援センターにおける今後の研修実施予定 
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地域の他の事業所や専門職を対象とした研修を実施していない児童発達支援センターが

地域に向けた研修を実施するにあたっての課題は、「研修を実施する時間確保が難しい」が

最も多く 59.6%、次いで「自事業所の講師を担える人材不足」が 55.6%であった。 

図表 31 地域の他の事業所や専門職を対象とした研修を実施していない 

児童発達支援センターにおける研修を実施するにあたっての課題（複数選択可能） 

 
 

 

地域の他の事業所や専門職を対象とした研修を実施していない児童発達支援センターが

地域に向けた研修を実施するにあたり求めるサポートは、「他の児童発達支援センター等で

行われている研修等の事例紹介（好事例の周知）」が最も多く 50.3%、次いで「研修開催に

当たり活用可能な事業の周知」が 47.0%、「研修等で活用可能な教材（テキスト等）」が 43.7%

であった。 

図表 32 地域の他の事業所や専門職を対象とした研修を実施していない 

児童発達支援センターにおける研修を実施するにあたり求めるサポート（複数選択可能） 
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児童発達支援センターの地域に向けて実施している研修内容は、１つが最も多く 48.2%、

２つまでが７割超であった。一方で、10 以上の研修を実施している児童発達支援センター

も 2.2%あった。 

図表 33 地域の他の事業所や専門職を対象とした研修を実施している児童発達支援センター 

において実施している研修の数 

 

 

 

児童発達支援センターが実施している地域に向けた研修における講師の職種で、一番多

かったのは「外部講師」であり、選択率 46.2%であった。 

 

図表 34 児童発達支援センターが実施している地域の他の事業所や専門職を対象とした 

研修講師の職種（複数選択可能） 
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外部講師は「学識経験者」に依頼していることが最も多く 46.0%、次いで、「他の事業所

の職員」が 13.3%、「行政職員」が 12.0%であった。 

 

図表 35 児童発達支援センターが実施している地域の他の事業所や専門職を対象とした研修 

における外部講師の依頼先（複数選択可能） 

 

 
 

 

児童発達支援センターが実施している地域に向けた研修における講師の障害児支援にお

ける経験年数は、「20 年以上」が最も多く 45.2%、次いで、「10 年以上 20 年未満」が 30.5%

となり、10 年以上の経験者が７割超であった。 

 

図表 36 児童発達支援センターが実施している地域の他の事業所や専門職を対象とした 

研修講師の障害児支援における経験年数 

 

 

  






































































































































































































































































































































